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“加賀の國 観光グランキャブ”（加賀地域観光ガイド交通） 

導入支援事業実施要綱 

 

事業概要 

1. 目的 

北陸新幹線金沢開業から 1年が経過し、今後も、東京オリンピック・パラリンピッ

ク（2020 年）の開催や北陸新幹線敦賀開業（2023 年）など、国内外の交流拡大の絶

好の機会が到来する。 

JRや航空機で加賀地域へ来訪する国内外の観光客等に、特別感を演出した車両（タ

クシー等）で加賀地域の魅力ある観光等を提供する（以下「新観光交通」という。）

ことで、加賀地域の豊かな地域資源を発信し、地域イメージを高めるとともに、国内

外の観光誘客拡大を推進する。 

そのため、新観光交通を実施する事業者（以下「運行事業者」という。）に対し、

車両の貸与及び運行開始に係る費用の一部を補助し、事業開始時や事業採算性確立ま

での負担の軽減を図ることにより、安定かつ継続的な事業運営と、質の高い、効果的

事業の実施を図る。 

この要綱は、本事業の実施について必要な事項を定める。 

 

2. 事業名 

“加賀の國 観光グランキャブ”（加賀地域観光ガイド交通）導入支援事業 

 

3. 事業主体 

加賀地域連携推進会議（以下「オール加賀会議」という。） 

 

4. 事業の期間 

採択の日から平成 34年 3月 31日まで 

 

5. 支援対象事業の件数 

１件とする。 

 

6. 採択の方法 

公募により運行事業者の優先候補者を選定し、事業内容の協議を経て、決定する。

公募に関し必要な事項は別に定める。 

 

7. 支援内容 

(1) 運行車両の無償貸与（オール加賀会議が別に委託した団体等から貸与する。車
両の更新は行わない。） 
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(2) 乗客へのコース解説などの資料作成等に係る経費に対する補助（上限 1,000千

円、補助対象経費の 10/10以内、初年度のみ） 

(3) その他、オール加賀会議が必要と認める支援 

 

新観光交通について 

8. 新観光交通に関する方針 

新観光交通は、加賀地域をはじめとする広域観光地を巡る交通の新たな選択肢であ

るとともに、これまでにない特別感ある車両、コース、サービスを提供することによ

り、国内外に向けた地域のイメージアップ（話題性の提供、ブランド力向上）につな

げるものとする。 

また、本事業で設定するコースは、国内外にむけた着地型観光商品（地域発着）の

開発であり、関係者の連携を図り、魅力あふれるコースづくりを行うものとする。 

そのため、本事業で導入支援する新観光交通の方針は次の通りとする。 

(1) 基本的運行の形態 

① 加賀地域の JR 駅及び空港などの交通拠点並びに宿泊施設等を発地又は着地と

する観光ガイド付き交通（タクシー等）とする。 

② 事業範囲は、主に加賀市、小松市、能美市、白山市、野々市市及び川北町とす
る。但し、必要に応じて加賀地域を発着点として、近隣地域や環白山地域など

の広域運行も行う。 

③ 原則として、事前に設定したコースを利用者に提示し、予約によって運行する。
但し、可能な場合は随時受け付け、運行する。 

④ 待機場とする場所（１ヶ所以上の交通拠点）において、原則として随時受け付
け可能とする。 

(2) 受付体制 

原則、電話等での受付窓口は 1箇所とする。 

(3) コース、ガイド 

① 関係施設、団体等との連携に努める。 

② 観光客、来訪者に対して、地域の特色ある体験・スポット・食などを取り入れ

た魅力的なコースを設定する。 

③ 適切で、価値をひきたてるていねいな解説、ガイド（案内）を行う。 

④ 外国人客、外国語対応に配慮する。 

⑤ 定期的にコースの見直しを行い魅力の向上及び効率化を図る。 

(4) 車内サービス 

車内において、快適で人にやさしいサービスを提供する。 

(例：Free Wi-Fiスポット、無料ドリンク等) 
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(5) 料金 

時間制を基準に設定し、通常の時間制運賃より 2割以上安い料金をベースとす

る。なお、付加サービスの提供により、ベース料金への上乗せを行える場合があ

る。 

(6) 広告宣伝 

広告宣伝を行い、広く販売に努める。運行事業者による観光事業者や宿泊施設、

インターネット等を通じた PRのほか、オール加賀会議による PRも行う。 

(7) 教育、研修 

運行事業者は、観光案内・ガイドに必要な、人材教育・研修を実施する。 

(8) 目的外使用 

本事業の運行に努めたにもかかわらず、車両を本事業の用に供していない時間

については、タクシー営業等の本事業の目的外使用を認める。但し、目的外の使

用が 1／2を超える場合は、運行事業者とオール加賀会議が協議する。 

(9) 事業実施期間 

事業は、運行開始年度の及びその次年度から 5 年間以上継続して行う。なお、

補助金の交付は平成 28年度のみの交付とし、次年度以降は行わない。 

 

車両の貸与について 

9. 貸与車両 

貸与する車両は、下記のとおりとする。 

(1)車両と装備 

① 特別感のある車両とする。環境性能に配慮したものとする。 

② 車両定員は 7人以上、居住空間に配慮された車両とする。 

③ 必要に応じて塗装、ラッピング等を施す。 

④ 車両には、快適性、サービス向上につながる装備を装着する。 

（例：冷蔵庫等） 

(2)運行車両台数 

① 貸与車両の台数は、予算の範囲内において 4台以上とする。 

     オール加賀会議における車両調達予算は、本要項 7.(1)で定める補助金額を 

含めて合計３８００万円を上限とし、オール加賀会議が定める。 

② 想定する対象客層、サービス内容などを考慮し、各車両の車種、仕様等が異な
るものとすることができる。 

(3)維持管理経費に係る負担 

車両の燃料費や消耗品費、車検・点検、修理・修繕、各種保険料、公租公課な

ど、すべての維持管理経費は運行事業者の負担とする。 
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資料作成等への補助について 

10. 補助対象経費 

7.(2)に定める運行に係る経費は下記のとおりとする。 

(1) 観光資源、立ち寄り場所、地域等を解説するための資料等制作費 

(2) 広告宣伝に係る印刷製本費 

(3) その他、本事業に係る費用のうち、オール加賀会議が特に認めるもの 

 

11. 補助対象経費全般にわたる留意事項 

(1) 事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行うこと。 

(2) 補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ
証拠書類によって金額等が確認できるもののみとする。 

(3) 以下の経費は、補助対象としない。 

・人件費 

・通常の営業活動のための設備投資の費用、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、

仲介手数料、光熱水費 

・電話代、インターネット利用料金等の通信費 

・販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費 

・商品券等の金券 

・名刺や文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

・茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 

・不動産の購入費、自動車等車両の修理費や車検・点検費用 

・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟

等のための弁護士費用 

・金融機関などへの振込手数料（発注先が負担する場合を除く。） 

・公租公課 

・各種保険料（旅費に係る航空保険料、展示会等出展に係るものを除く。） 

・借入金などの支払利息及び遅延損害金 

・事業計画書、補助交付申請書等の書類作成に係る費用 

・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

12. 運行事業者の義務 

運行事業者の決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければならない。 

(1) 特別な理由が無い限り、運行開始年度及びその次年度以降 5年間継続して事業

を行なうこと。 

(2) 貸与を受けた車両等については、善良なる管理者の注意をもって管理し、本事
業の目的に従って効果的運用を図ること。 



5 
 

 

(3) 運行事業者の決定を受けた後、補助経費の配分を変更しようとする場合並びに
運行開始年度及びその次年度以降 5年の間に、事業を変更、中止又は廃止しよ

うとする場合は、事前にオール加賀会議の承認を得ること。その場合、車両貸

与の中止（返却）並びに交付した補助金の一部又は全部を返還しなければなら

ない場合がある。 

(4) 補助事業を完了したとき又は中止、廃止の承認を受けたときは、その日から起
算して 30 日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日までに実績報告書

を提出すること。 

(5) 運行開始年度及びその次年度以降 5年間、毎年度、運行事業の状況について状

況報告書を作成し、オール加賀会議に報告するとともに、運行事業に関係する

調査に協力すること。 

(6) オール加賀会議が事業の遂行状況の報告を求めたときは、すみやかに遂行状況
報告書を提出すること。 

(7) 本事業に係る経費については、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、運
行事業年度終了後 5年間保存すること。 

 

13. 本件についての問い合わせ先 

加賀地域連携推進会議事務局  

小松市 経済観光文化部 観光交流課 

〒923-8650 石川県小松市小馬出町 91番地 

TEL：0761-24-8076 FAX：0761-23-6404 

E-mail：kankou@city.komatsu.lg.jp 



最上級グレードの観光ガイドタクシー

加賀の國 観光グランキャブ

北陸新幹線金沢開業(2015年)をはじめ、東京オリンピック･パラリンピック(2020年)、北陸新幹線
敦賀開業（2023年春）と国内外の交流拡大チャンスが広がる中、加賀地域の来訪者に、特別感の
ある車両で魅力ある地域ツアーを提供し、地域のイメージアップ、国内外の観光誘客拡大につなげる。

トヨタ アルファードハイブリッド（7人乗り）
（Executive Lounge:４台、サイドリフトアップ車（福祉配慮車両）:１台）

■趣旨・目的

■事業概要
コース料金は通常よりお得な価格でご用意しています

料金：(例)２時間コース 14,000円～
発着：小松空港／JR小松駅／JR加賀温泉駅／JR松任駅／

加賀温泉郷（粟津・片山津・山代・山中温泉）／辰口温泉

デザインコンセプト

●五線譜をイメージした白山の稜線
●九谷五彩のメロディーが彩る
●後部窓にグランキャブロゴマークを配置

加賀の國を満喫する”とっておきの旅“

バラエティに富んだ全12コースをご用意しています。
コースの詳細は、同封のパンフレットをご覧ください。
○“ニッポンの文化”再発見の旅
○加賀の國の手しごとに触れる
○芭蕉ゆかりの地を巡る
○加賀の國の絶景を巡る

北陸新幹線や航空機利用者を主な対象として、加賀地域の温泉地と交通拠点を結び、最上級サ
ルーンで観光地を巡りながらガイド(運転手)が案内する観光ガイドタクシー(予約制)。

加賀地域連携推進会議（オール加賀会議）が車両を貸与し、運行事業者が運行する。

○事業主体：加賀地域連携推進会議
○運行事業者：加賀第一交通㈱

ファーストクラスの室内空間

例

観光地をめぐる交通の充実 地域イメージアップ
（ブランド力、話題性）

着地型観光の推進
（インバウンドにも対応）

モデル的取り組みで
観光交通活性化

上質な乗り心地とおもてなしによるプレミアムな移動空間

観光だけでなく、VIP対応、ビジネス、記念日のおもてなしにワンランク上のサービスを

●大切なお客様の送迎に ●晴れの式場へ新郎新婦の送迎に
●結婚記念日などの特別な日に ●お仲間と寛ぎながらゴルフ場へ
●大切な方へのサプライズに ●1日貸し切りもOK

やさしい配慮

サイドリフトアップ車1台

（イメージ）

●12.1型モニター、DVDプレーヤー
●上質な本革シートとパワーオットマン（脚乗せ）
●アームレスト＋格納式テーブル

●ハイブリットがもたらす静寂性
●スマホホルダーと100Vコンセント、冷蔵庫

インバウンドにも対応

●Free Wi-Fi 装備
●12ヶ国語同時通訳システム
●キャッシュレス（クレジットカード利用可）
●各国で縁起がよいとされる「８」ナンバー

※設定されたコースのほかにも、
フリープランで利用可能です。
(料金は別設定となります）

■使用車両






